
　　本協会の目的達成のため、下記事業を行う

　　１．シベリア抑留関係地方展示会の開催

　　２．シベリア抑留体験の労苦を語り継ぐ集いの開催

　　３．戦後強制抑留者慰霊祭（中央・地方）開催

　　４．戦後強制抑留中における死没者の慰霊訪問（墓参）の実施

　　５．シベリア抑留関係日露交流の実施

　　６．シベリア抑留関係地方慰霊碑建立の促進・助成の実施

　　７．戦後強制抑留者に関する調査・相談・後援の実施

　　８．戦後強制抑留者に関する啓蒙・宣伝活動の実施

　　９．厚生労働省の行う事業等に対する協力

　１０．本協会史誌(仮称)編集の実施

　１１．一般財団法人への移行に伴う実施報告書の提出

　１２．その他目的達成に関連する事業の実施
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